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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第91期 

第１四半期連結 
累計期間 

第92期 
第１四半期連結 

累計期間 
第91期 

会計期間 

自平成28年 
 ４月１日 
至平成28年 
 ６月30日 

自平成29年 
 ４月１日 
至平成29年 
 ６月30日 

自平成28年 
 ４月１日 
至平成29年 
 ３月31日 

売上高 （千円） 1,509,615 1,439,629 7,401,608 

経常利益又は経常損失（△） （千円） 19,563 △54,596 572,553 

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益又は親会社株主に帰属

する四半期純損失（△） 

（千円） 12,354 △43,495 368,820 

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △52,685 △33,907 527,923 

純資産額 （千円） 11,282,968 11,720,165 11,817,199 

総資産額 （千円） 13,034,108 13,551,775 14,127,579 

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△） 

（円） 1.70 △5.91 50.39 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額 
（円） 1.68 － 50.09 

自己資本比率 （％） 85.8 85.7 82.9 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第92期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの、１株当たり四半期純損失金額であるため、記載しておりません。

 

２【事業の内容】

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 

２【経営上の重要な契約等】

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１） 業績の状況 

 当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国や欧州が底堅い個人消費により概ね緩やかな拡大傾向が続くな

ど堅調に推移しました。わが国経済も、企業業績の改善や堅調な雇用情勢を背景に緩やかな回復基調が続きました。

 当社グループ（当社及び連結子会社）の主要取引先であります鉄鋼業、化学工業、印刷業、紙加工業、電子部材メー

カー、食品メーカーなどの設備投資に向けた動きは、堅調な需要動向を背景に回復の兆しが見られました。

 このような状況の下、当社グループは、いかなる環境下においても成長できる体制の実現を目指し、海外販売の拡

大、食品関連市場の開拓を進めるとともに、当社グループが設立以来培ってきたコア技術に株式会社メガオプトの強み

であるレーザー技術の融合による技術力の強化に注力しました。

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高1,439百万円（前年同期比95.4％）、営業損失

82百万円（前年同期は営業利益10百万円）、経常損失54百万円（前年同期は経常利益19百万円）、親会社株主に帰属す

る四半期純損失43百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益金額12百万円）となりました。

 

 セグメント別の業績は次のとおりであります。

 

①プロセス事業 

 当事業の主要取引先であります鉄鋼業界は、鋼材需給バランスが改善傾向にあるものの、過剰生産能力問題は解消さ

れておらず、鉄鋼メーカーの設備投資動向に影響を及ぼしております。このような状況の下、当社グループは、国内に

ついては、生産継続に欠かせない老朽設備の修理・更新、部品販売といったメンテナンス需要の取り込みに引き続き注

力するとともに、鉄鋼製品の品質と生産効率向上につながる製品群の積極的な提案に努めました。また、海外について

は、韓国でメカトロ事業を開始するなど、アジア諸国の高級鋼材メーカーにおけるシェア拡大に向けた子会社の環境整

備を進めました。 

 その結果、当事業の売上高は482百万円（前年同期比83.6％）、セグメント利益は54百万円（前年同期比72.7％）と

なりました。 

 

②ウェブ事業 

 当事業の主要取引先であります高機能フィルム業界は、フラットパネルディスプレイや二次電池需要の拡大に伴い電

子部材の設備投資需要が拡大しました。もう一方の主要取引先であります印刷業界は、食品向け軟包装市場の設備投資

が堅調に推移しました。このような状況の下、当社グループは、高機能フィルム業界並びに食品向け軟包装市場へ向け

て印刷絵柄を基準とした位置制御装置を中心に販売強化するとともに、修理・整備、部品販売等のサービス需要獲得、

部材の共通化による生産コスト削減に引き続き注力しました。 

 その結果、当事業の売上高は714百万円（前年同期比110.7％）、セグメント利益は141百万円(前年同期比135.9％)と

なりました。 

 

③検査機事業 

 当事業の主要取引先であります高機能フィルム業界は、フラットパネルディスプレイや二次電池などの電子部材品質

検査装置に対する需要が堅調に推移しました。もう一方の主要取引先であります食品関連業界は、食の安全・品質に対

する意識の高まりを背景に食品品質検査装置に対する需要の拡大傾向が続きました。このような状況の下、当社グルー

プは、高機能フィルム業界に対し、無地検査装置の豊富なラインアップによる提案を進めるとともに、食品関連業界に

対しては、選果装置に加え、加工食品向け外観検査装置の積極的な提案に努めました。 

 その結果、当事業の売上高は207百万円（前年同期比73.4％）、セグメント損失は71百万円（前年同期はセグメント

損失16百万円）となりました。 
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（２） 事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（３） 研究開発活動 

 当第１四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は80百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間における研究開発活動の状況の内容に重要な変更はありません。

 

（４）設備の新設、除却等の計画

 当第１四半期連結累計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設について重要な変更はあり

ません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 39,400,000

計 39,400,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成29年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 8,305,249 8,305,249
東京証券取引所

JASDAQ(スタンダード）

単元株式数は100

株であります。

計 8,305,249 8,305,249 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成29年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

 当第１四半期会計期間において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、

次のとおりであります。

①平成19年６月27日定時株主総会決議

 平成29年５月29日取締役会決議

決議年月日 平成29年５月29日

新株予約権の数（個） 160

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 16,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1（注１）

新株予約権の行使期間
自 平成29年６月21日

至 平成49年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格                  509

資本組入額                 255

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」

という。）は、権利行使期間内において、取締役及び

執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から１

ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成49年４月30

日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を

喪失しなかった場合は、平成49年５月１日から平成49

年５月31日まで行使できるものとする。

③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を

行使することができる。

④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結す

る「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注２）

（注１） 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

(1）当社が株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

(2）当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式

により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、これを切り上げる。

        既発行

株式数
＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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（注２） 組織再編成を実施する際の新株予約権の取扱い

 当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点におい

て残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号のイからホまでに揚げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予

約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新

株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨

を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定

めた場合に限るものとする。

 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

 ② 新株予約権の目的となる株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。

 ③ 新株予約権の目的となる株式の数 

組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨て

る。

 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

再編後払込金額に新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後

払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式１株あたり

１円とする。

 ⑤ 新株予約権の行使期間 

上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。

 ⑥ 新株予約権の行使条件 

上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて定めるものとする。

 ⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定める

ものとする。

 ⑧ 新株予約権の取得承認 

譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成29年４月１日～

平成29年６月30日
－ 8,305,249 － 3,072,352 － 4,124,646

 
（６）【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

 
（７）【議決権の状況】

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

する事ができないことから、直前の基準日（平成29年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成29年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式  889,100
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,414,700 74,147 －

単元未満株式 普通株式   1,449 － －

発行済株式総数 8,305,249 － －

総株主の議決権 － 74,147 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の株式数には、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ＥＳＯＰ信

託」により日本マスタートラスト信託銀行株式会社（以下「従業員持株ＥＳＯＰ信託口」といいます。）が

所有する当社株式57,000株（議決権570個）が含まれております。なお、従業員持株ESOP信託口が当第１四

半期会計期間末日現在で、当社株式を51,300株（議決権513個）所有しております。

これは、平成29年６月30日までに従業員持株ESOP信託口から従業員持株会へ譲渡した5,700株を差し引いた

ものであります。

２．「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式75株が含まれております。

 
②【自己株式等】

平成29年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に対す
る所有株式数の割合

（％）

株式会社ニレコ
東京都八王子市

石川町2951番地４
889,100 － 889,100 10.71

計 － 889,100 － 889,100 10.71

（注）上記のほか、平成29年６月30日現在の四半期連結財務諸表において、自己株式として認識している当社株式が

51,300株あります。これは、前記「①発行済株式」に記載の従業員持株ＥＳＯＰ信託口について、経済的実態を

重視し、当社と一体であるとする会計処理をおこなっており、自己株式として計上していることによるものであ

ります。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成29年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成29年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 5,130,803 4,932,114 

受取手形及び売掛金 3,007,477 2,477,192 

有価証券 14,164 14,164 

商品及び製品 821,943 814,569 

仕掛品 353,250 495,763 

原材料及び貯蔵品 396,934 433,860 

繰延税金資産 143,787 145,735 

その他 144,576 212,669 

貸倒引当金 △23,664 △21,567 

流動資産合計 9,989,273 9,504,502 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 1,271,442 1,249,366 

機械装置及び運搬具（純額） 45,308 41,666 

工具、器具及び備品（純額） 191,608 173,593 

土地 644,942 644,942 

建設仮勘定 - 830 

有形固定資産合計 2,153,301 2,110,399 

無形固定資産    

のれん 376,582 357,753 

リース資産 35,605 28,261 

その他 47,460 47,476 

無形固定資産合計 459,648 433,491 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,254,086 1,241,126 

長期貸付金 141,081 137,215 

破産更生債権等 18,704 18,704 

その他 169,997 166,779 

貸倒引当金 △58,913 △60,445 

投資その他の資産合計 1,524,957 1,503,381 

固定資産合計 4,137,906 4,047,272 

繰延資産    

社債発行費 399 - 

繰延資産合計 399 - 

資産合計 14,127,579 13,551,775 

 

- 9 -



 

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成29年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成29年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 325,017 313,273 

1年内返済予定の長期借入金 328,614 119,988 

1年内償還予定の社債 10,000 - 

リース債務 22,733 18,280 

未払費用 384,099 539,856 

未払法人税等 132,435 285 

未払消費税等 171,697 37,395 

役員賞与引当金 17,170 6,520 

工事損失引当金 46,044 65,415 

その他 191,278 360,824 

流動負債合計 1,629,090 1,461,838 

固定負債    

社債 20,000 - 

長期借入金 500,331 190,041 

リース債務 13,379 10,374 

役員退職慰労引当金 7,326 1,610 

退職給付に係る負債 65,301 98,161 

繰延税金負債 74,952 69,584 

固定負債合計 681,289 369,771 

負債合計 2,310,379 1,831,609 

純資産の部    

株主資本    

資本金 3,072,352 3,072,352 

資本剰余金 4,124,646 4,124,646 

利益剰余金 4,990,544 4,872,888 

自己株式 △632,152 △629,262 

株主資本合計 11,555,392 11,440,626 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 193,367 205,314 

為替換算調整勘定 65,079 64,435 

退職給付に係る調整累計額 △99,873 △100,385 

その他の包括利益累計額合計 158,573 169,364 

新株予約権 21,263 29,407 

非支配株主持分 81,970 80,767 

純資産合計 11,817,199 11,720,165 

負債純資産合計 14,127,579 13,551,775 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

    （単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年６月30日) 

売上高 1,509,615 1,439,629 

売上原価 1,004,856 920,921 

売上総利益 504,758 518,707 

販売費及び一般管理費 493,846 600,951 

営業利益又は営業損失（△） 10,912 △82,244 

営業外収益    

受取利息 3,289 3,533 

受取配当金 11,143 14,565 

補助金収入 - 13,803 

その他 6,639 2,739 

営業外収益合計 21,071 34,642 

営業外費用    

支払利息 1,173 4,846 

環境対策費 4,740 - 

その他 6,507 2,148 

営業外費用合計 12,421 6,994 

経常利益又は経常損失（△） 19,563 △54,596 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
19,563 △54,596 

法人税等 10,368 △11,418 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 9,194 △43,177 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△） 
△3,159 317 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△） 
12,354 △43,495 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

    （単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年６月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 9,194 △43,177 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △44,632 11,946 

為替換算調整勘定 △33,181 △2,164 

退職給付に係る調整額 15,934 △512 

その他の包括利益合計 △61,879 9,270 

四半期包括利益 △52,685 △33,907 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △45,032 △32,704 

非支配株主に係る四半期包括利益 △7,652 △1,202 
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

 （税金費用の計算） 

  税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

 適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

１．受取手形割引高

 
前連結会計年度 

（平成29年３月31日） 
当第１四半期連結会計期間 
（平成29年６月30日） 

受取手形割引高 203,914千円 204,239千円 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおり

であります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成28年４月１日
至  平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成29年４月１日
至  平成29年６月30日）

減価償却費 45,956千円 55,979千円

のれんの償却額 － 18,829千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
 配当金の総
額（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月28日

定時株主総会
普通株式 73,915 10 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金

 （注）平成28年６月28日定時株主総会の決議による配当金の総額には、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株 

    ESOP信託」が保有する当社株式に対する配当金1,213千円が含まれております。 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
 配当金の総
額（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月６日

取締役会
普通株式 74,160 10 平成29年３月31日 平成29年６月13日 利益剰余金

 （注）平成29年６月６日取締役会の決議による配当金の総額には、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株 

    ESOP信託」が保有する当社株式に対する配当金570千円が含まれております。 
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

              （単位：千円） 

  報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）３ 
 

プロセス 
事業 

ウェブ 
事業 

検査機 
事業 

計 

売上高                

外部顧客へ

の売上高 
576,894 644,917 282,153 1,503,964 5,651 1,509,615 － 1,509,615 

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高 

－ － － － － － － － 

計 576,894 644,917 282,153 1,503,964 5,651 1,509,615 － 1,509,615 

セグメント利

益又は損失

（△） 

74,882 103,755 △16,900 161,737 △124 161,613 △150,701 10,912 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械部品製作事業、電子

機器組立事業などを含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△150,701千円は、各報告セグメントに配分していない当社

の管理部門に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

              （単位：千円） 

  報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

 
プロセス 
事業 

ウェブ 
事業 

検査機 
事業 

計 

売上高                

外部顧客へ

の売上高 
482,344 714,026 207,073 1,403,443 36,186 1,439,629 － 1,439,629 

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高 

－ － － － － － － － 

計 482,344 714,026 207,073 1,403,443 36,186 1,439,629 － 1,439,629 

セグメント利

益又は損失

（△） 

54,417 141,034 △71,431 124,020 △38,140 85,880 △168,124 △82,244 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械部品製作事業、電子

機器組立事業などを含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△168,124千円は、各報告セグメントに配分していない当社

の管理部門に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半基準損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四

半期純損失金額（△）
1.70円 △5.91円

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千

円）又は親会社株主に帰属する四半期純損失金

額（△）（千円） 

12,354 △43,495

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（千円）又は親会社株主に帰属する四

半期純損失金額（△）（千円） 

12,354 △43,495

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,274 7,362

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 1.68円 －

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千

円）
－ －

普通株式増加数（千株） 65 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

（注）１．「従業員持株会信託口」が保有する当社株式を、「１株当たり四半期純利益金額」の算定上、期中平均株式数  

の計算において控除する自己株式に含めております。（前第１四半期連結累計期間117,889株、当第１四半期  

連結累計期間53,941株）

   ２．当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するも  

のの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

平成29年６月６日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

 （イ）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・74百万円

 （ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・10円00銭

 （ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・平成29年６月13日

（注）平成29年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年８月10日

株式会社ニレコ 

取締役会 御中 

 

新日本有限責任監査法人 

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 原  秀敬  印 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 水野 友裕  印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ニレコ
の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平成29
年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸
表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビ
ューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニレコ及び連結子会社の平成29年６月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な
点において認められなかった。
 
利害関係
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 （注） １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 



【表紙】
 

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年８月10日

【会社名】 株式会社ニレコ

【英訳名】 NIRECO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久保田 寿治

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都八王子市石川町2951番地４

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 



１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

 当社代表取締役社長 久保田 寿治は、当社の第92期第１四半期（自平成29年４月１日 至平成29年６月30日）の

四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

 

２【特記事項】

 特記すべき事項はありません。

 


